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当社海外連結子会社に対する仲裁申立に関するお知らせ 

 

 当社海外子会社の Yamazen (Shanghai) Trading Co., Ltd.（以下、YSH）に対して、仲裁の申立てがな

されたことから、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．仲裁申立の場所 
（１）場所    中華人民共和国 
（２）仲裁ルール 中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC）仲裁規則 
（３）準拠法   中華人民共和国法 
（４）送達日   仲裁機関から YSH への送達日 2023 年 11 月 18 日 

 
２．仲裁申立ての経緯及び内容 

YSH が 2022 年に顧客へ納品した工作機械に関して両社の見解が食い違い、YSH とメーカーで解決にあた

っておりましたが、顧客より YSH が納品した工作機械の売買契約を解除し、売買代金の返還及び当該問題に

起因する逸失利益等の 20 百万中国元（約 429 百万円）について支払を求める仲裁の申立てを受けたものです。 
また、中華人民共和国民事訴訟法に基づき、2023 年 11 月 21 日付で裁定書が発行され（裁定書到達日：2023

年 12 月 1 日）、YSH の銀行預金残高に対して 20 百万中国元（支払請求額と同額）の財産保全（日本法におけ

る仮差押え）が行われております。 
 

３．今後の見通し 
詳細の事実関係は確認中ながら、当社は、現時点においては当該仲裁による将来損失は軽微であると想定し

ているため、連結業績予想に変更はありません。当社は、今後、仲裁手続において当方の主張を展開してまい

ります。また、今後、開示すべき事項が発生次第、速やかにお知らせいたします。 
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